
平成 23 年 11 月 18 日政策評価・独立行政法人評価委員会政策評価分科会資料 

平成２３年１１月１８日 
国土交通省政策統括官付政策評価官 
 
 

目標管理型政策評価に関する国土交通省の取組み状況等 
 
 
○目標管理型の政策評価に係る評価書の標準様式 

 
国交省政策評価基本計画及び実施計画等に基づく政策チェッ

クアップにおいて、業績指標レベルの評価を平成 14 年度より実
施（平成 22 年度:224 件）してきたところ。本年度より、総評政
第 14 号行政評価局長通知の標準様式を踏まえて施策目標レベル
の評価書（施策目標個票）（47 件）を作成し、評価を行った。（平
成 23 年 9 月 30 日公表）（P2：国交省様式、P4：評価書（施策目
標個票）の例） 
特に、国交省独自の取組みとして、施策目標レベルの評価とし

て、各施策目標に含まれる業績指標の評価結果等を踏まえ、施策
目標の総合的な評価結果について「順調である」「おおむね順調
である」又は「努力が必要である」の３段階の評価を行った（評
価結果については P9, 10）。 
また、政策レビュー等に関する検討会（大臣政務官主宰。事務

次官以下、各部局長出席）において、評価書（案）を報告・了承
というプロセスを経ることにより、施策の現在の達成状況の評価
を踏まえた政策推進体制を構築した。 

 
○平成 23 年度実施施策に係る事前分析表 

  
行政評価局長通知において「…23 年 11 月中を目途に作成」と

されていることを踏まえ、現在、事前分析表の試行的取組につい
て、国交省様式案（P11）に基づき、省内各局において作業を行
っているところ。 

 
【目標管理型の政策評価に関する要望】 

事前分析表の行政評価法上の根拠、作成の目的、標準様式との
関係等につき整理していただきたい。 
 

○その他（要望） 
 
政策評価制度全般について、「行政評価等プログラム」（平成 22

年 4 月総務省）に取組の方向性として記載されている、真に役立
つ機能への重点化について取り組んでいただききたい。 

以 上 
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初期値 目標値

○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

初期値 目標値

○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

初期値 目標

○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

施策目標個票
（国土交通省22－○）

施策目標

施策目標の概要及び
達成すべき目標

年度ごとの目標値

施策目標の評価、達成
状況及び今後の方向性

施策目標の評価

施策目標の達成状況
及び今後の方向性

業績指標

実績値
評価

実績値
評価

歴年ごとの目標値

歴年ごとの目標値

実績値
評価

20年度 21年度 22年度 23年度

0 0 0 0

補正予算（b）
(23年度は1次補正まで記載)

前年度繰越等（c）
(23年度への繰越は未記載)

合計（a＋b＋c）

当初予算（a）

執行額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

不用額（百万円）

学識経験を有する者の知
見の活用

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分 24年度要求額

予算の
状況

（百万円）

担当部局名 作成責任者名 政策評価実施時期
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19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

0 0 0 0
<0> <0> <0> <0>

 基準初期値 目標値

○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

 施政方針演説等の名称

不用額（百万円）

予算の
状況

（百万円）

合計（a＋b＋c）

（国土交通省22－　）

執行額（百万円 、d）

翌年度繰越額（百万円）

指標A

実績値

 年月日

施策目標の概要及び
達成すべき目標

評価

当初予算（a）

補正予算（b）
(23年度は1次補正まで記載)

前年度繰越 し等（c）

区分 24年度要求額

施策目標個票 　 目標管理型の政策評価に係る評価書の標準様式

施策目標 名

年度ごとの目標値

施策の予算額・執行額等
【参考】

 達成すべき目標

 施策に関係する内閣の重
 要政策（施政方針演説等
 のうち主なもの）

 関係部分（抜粋）

【欄の追加】記載要領では、翌年度繰越額についても（C）欄

に計上することとされているが、当該年度の予算現額（合計）

に対して執行額、翌年度繰越額及び不用額の内訳を記入す

るほうがよりわかりやすいため。

【欄の削除】業績指標ごとの評価書に記載されていること

及び施策によっては分量が膨大になることから欄を削除。

【欄の追加】各業績指標の評価結果を目安に施策目標の評

価を実施することから 追加

【欄の統合】施策の大枠についてわかりやすく解説するため

 基準初期値 目標値

○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

 基準初期値 目標

○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度

担当部局名

評価

年度ごとの目標値

施策目標の達成状況及び
今後の方向性

 に関する評価結果

学識経験を有する者の知
見の活用

実績値

施策目標の評価
 達成状況

施策目標の達成状況
及び今後の方向性

 目標期間終了時点の総括

作成責任者名

指標C

実績値
評価

政策評価実施時期

年度ごとの目標値

指標B
 測定業績指標

年度 目標値

 政策評価を行う過程にお
 いて使用した資料その他
 の情報

【欄の追加】各業績指標の評価結果を目安に「順調である」、「おおむね順調である」

又は「努力が必要である」の３段階評価を実施。（最終的には総合的に判断）

【欄の統合及び変更】国土交通省においては、目標期間が終了して

いない施策についても毎年度全施策評価することとしているため。

【欄の追加】各業績指標の評価結果を目安に施策目標の評

価を実施することから、追加。

〈以下の２分類の組合わせ〉A‐２、B‐１等

Ａ 目標達成に向けた成果を示している

Ｂ 目標達成に向けた成果を示していない

Ｎ 判断できない

１ 施策の改善等の方向性を提示

２ 現在の施策を維持

３ 施策の中止（施策は継続するが、業績指標のみ廃止す

る場合を含む）

【欄の削除】業績指標ごとの評価書に記載されていること及

び施策によっては分量が膨大になることから欄を削除。

責 実 期
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初期値 目標値

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

49.6万回 49.6万回 50.3万回 50.3万回 52.3万回 61万回

- - - - -

初期値 目標値

15-17
年度平均

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 24年度

0.40% 0.36% 0.31% 0.28% 0.25% 集計中 約１割削減

実績値

評価

国際競争力の強化、地域活力の向上などの推進等に向けて、国際拠点空港の整備、既存ストックを活用した空港の高質
化、航空交通容量の拡大等を推進し、航空交通ネットワークの強化を図る。

「おおむね順調である」

Ａ-2

施策目標個票
（国土交通省22－㉕）

施策目標 航空交通ネットワークを強化する

施策目標の概要及
び達成すべき目標

評価

施策目標の達成状況
及び今後の方向性

　羽田空港における新滑走路及び国際線旅客ターミナルの供用開始等により、全体的に施策
目標の達成に向けて順調な推移を示している。今後は航空需要の動向等を踏まえつつ、国際
競争力の強化、地域活力の向上等に向けて、国際拠点空港の整備、既存ストックを活用した
空港の高質化、航空交通容量の拡大等を通じ、引き続き航空交通ネットワークの強化を図る。
同時に、航空における安全・安心の確保のため、空港の耐震性向上、滑走路誤進入対策を引
き続き実施する。

施策目標の評価、
達成状況及び
今後の方向性

施策目標の評価

17年度比約
17万回増（首
都圏）（平成

22年度以降、
安全性を確保
した上で段階

的に）

144-②　国内航空ネット
ワークの強化割合（②国
内線の自空港気象（台風
除く）による欠航率）

144-①　国内航空ネット
ワークの強化割合（①都
市圏拠点空港の空港容量
の増加）

年度ごとの目標値

実績値

0.40% 0.36% 0.31% 0.28% 0.25% 集計中 約１割削減

- - - - -

初期値 目標値

18年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

18,266,438
海里

18,266,438
海里

17,957,170
海里(1.7%)

17,919,651
海里(1.9%)

17,796,200
海里(2.6%)

17,705,403
海里(3.1%)

18年度比
2％短縮

- - - - -

初期値 目標値

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

49.6万回 49.6万回 50.3万回 50.3万回 52.3万回 61万回

- - - - -

初期値 目標値

18年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

94.7% 94.7% 94.8% 94.8% 94.9% 94.9% 95.0%
- - - - -

初期値 目標値

18年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 24年度

約4割 約4割 約4割 約4割 約4割 約4割 約7割

- - - - -

初期値 目標値

15-19
年度平均

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
20-24

年度平均

1.1件 - 1.1件 1.4件 1.3件 1.1件 約半減
- - - - -

A-2

評価

A-2

評価

A-2

評価

年度ごとの目標値

146　航空機騒音に係る環
境基準の屋内達成率

実績値

年度ごとの目標値

A-2

業績指標
平成１７年度
比約１７万回
増(首都圏)

(平成２２年度
以降、安全性
を確保した上
で段階的に）

144-③　国内航空ネット
ワークの強化割合（③総
主要飛行経路長）

145　国際航空ネットワー
クの強化割合

実績値

実績値

年度ごとの目標値

評価

年度ごとの目標値

147　地震時に緊急物資
輸送など防災拠点として
の機能を有する空港から
一定範囲に居住する人口
の割合

年度ごとの目標値

B-2

評価

B-2

148　管制空港における１
００万回発着回数当たりの
航空機の滑走路誤進入に
係る重大インシデント発生
件数

実績値（過去5年平均）

年度ごとの目標値
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20年度 21年度 22年度 23年度

538,404 511,789 415,438 241,132

24,799 27,415 4,055 △ 15

221,122 181,217 78,705 0

784,326 720,421 498,198 241,117

596,556 635,664

181,217 78,705

6,553 6,053

政策評価実施時期 平成２３年９月

国土交通省政策評価会を開催（平成23年７月７日）
【意見等】

合計（a＋b＋c）

予算の
状況
（百万
円）

24年度要求額

担当部局名 航空局 作成責任者名 航空戦略課
（課長　秡川　直也）

学識経験を有する者の
知見の活用

当初予算（a）

補正予算（b）
(23年度は1次補正まで記載)施策の予算額・執行額

等
【参考】

区分

不用額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

執行額（百万円）

前年度繰越等
（c）
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業績指標１４４ 

 国内航空ネットワークの強化割合（①大都市圏拠点空港の空港容量の増加、②国内線の自空港気象（台風除く）に

よる欠航率、③総主要飛行経路長） 

 

評 価 

① Ａ－２ 

 

② Ａ－２ 

 

③ Ａ－２ 

目標値：①平成１７年度比約１７万回増(首都圏) 

(平成２２年度以降、安全性（注１）を確保した上で段

階的に) 

    ②約１割削減（平成２４年度） 

    ③平成１８年度比２％短縮（平成２３年度） 

実績値：①６１万回(首都圏)（平成２２年度） 

    ②０．２５％（平成１９～２１年度平均） 

    ③平成１８年度比３．１％短縮（平成２２年度） 

初期値：①４９．６万回(首都圏)(平成１７年度) 

    ②０．４０％（平成１５～１７年度平均） 

    ③18,266,438 海里（平成１８年度） 

 

（指標の定義） 

①「大都市圏拠点空港の空港容量の増加」： 

大都市圏拠点空港（注２）のうち首都圏空港（注３）における空港容量の増加 

②「国内線の欠航率」： 

国内線の計画便数のうち自空港気象（台風除く）による欠航率 

（自空港気象（台風除く）により欠航した全便数／（全計画便数－自空港気象以外の全欠航便数）） 

③「総主要飛行経路長」： 

国内の合計７５路線の飛行経路長に運航回数を乗じたものの合計 

（目標設定の考え方・根拠） 

① 羽田、成田両空港の整備により見込まれる大都市圏拠点空港（首都圏空港）の空港容量の増加（成田：約２万回、

羽田：昼間約１１万回、深夜早朝約４万回）を目標とした。 

② 国内線の自空港気象（台風除く）による欠航率（平成１５～１７年度平均）を平成２４年度には約１割削減する

ことを目標とした。  

③ 平成２３年度までに国内の合計７５路線をＲＮＡＶ（注４）化した場合の総飛行経路長の短縮率を目標とした。
注１：空港運用の慣熟による安全確保 

注２：大都市圏拠点空港とは羽田、成田、関西、中部空港の４空港 

注３：首都圏空港とは羽田、成田空港の２空港 
注４：ＲＮＡＶ（aRea NAVigation）：ＲＮＡＶ（広域航法）とは、航空保安無線施設や自蔵航法機器を利用して自機の位置を算出し、任意の経路を飛

行する航法である。これまでの航空路は、航空保安無線施設を相互に結んで構成されているため、折れ線構造となることが多いが、ＲＮＡＶ経

路は、無線施設の覆域内において、任意の地点をほぼ直線で結ぶ構造となっている。ＲＮＡＶ経路の設定により、幹線経路の混雑緩和、複線化

を図ることが可能となる。 
 

（外部要因） 

① 景気及び自由時間や家計収支等の社会・経済動向 

② 自然変動 

③ 地元の調整状況等 

 

（他の関係主体） 

①、③航空運送事業者（事業主体） 

  

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  新成長戦略（平成２２年６月１８日）（３）アジア経済戦略 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画 （平成２１年３月３１日）「第２章及び第５章に記載あり」 

 【その他】 

  国土交通省成長戦略 （平成２２年５月１７日）３．「航空分野」に記載あり 
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過去の実績値 （年度）

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

①４９．６万回 

 

②０．３６％ 

 

③18,266,438 海里 

 

①５０．３万回 

 

②０．３１％ 

 

③17,957,170 海里 

（１．７％） 

①５０．３万回 

 

②０．２８％ 

 

③17,919,651 海里 

（１．９％） 

①５２．３万回 

 

②０．２５％ 

 

③17,796,200 海里 

（２．６％） 

①６１万回 

 

②集計中 

 

③17,705,403 海里 

（３．１％） 

 

   
 

 
 

 

事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

①羽田空港の新設滑走路等を整備する再拡張事業及び成田空港の北伸による平行滑走路２，５００ｍ化の整備事業を推進

し、首都圏における空港容量の増加を図る。（◎） 

②ＩＬＳ（注１）の双方向化（注２）・高カテゴリー化（注３）等を推進し、就航率の改善を図る（◎） 

③新技術を活用したＲＮＡＶ等の導入により、高い安全性を確保しつつ、円滑かつ効率的な航空交通の形成を図る。（◎）

予算額：空港整備事業及び航空路整備事業費２，９２５億円（平成２２年度）の内数 

 

国内線航空機に係る課税標準の特例（固定資産税） 

 １３０ｔ以上 ３年間２／３に軽減 

 １３０ｔ未満 ３年間１／２に軽減   減収見込額１４億円（平成２１年度） 

 
（注１）ＩＬＳ：計器着陸装置 

（注２）ＩＬＳの双方向化：滑走路の両側からＩＬＳを用いた進入が可能となり、悪天候時に着陸できる機会が増加する。 

（注３）ＩＬＳの高カテゴリー化：高カテゴリーのＩＬＳほど着陸を決心する高度が低く設定できるため雲・霧等でも着陸できる機会が増す。 

（注※）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 
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関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

① 大都市圏拠点空港の空港容量の増加 

羽田空港の再拡張事業について、平成２２年１０月に４本目の滑走路となる D 滑走路及び国際線旅客ターミナル

の供用開始により、８．７万回の空港容量が増加し、成田空港の平行滑走路の北伸事業について、平成２１年１

０月に供用し、平成２２年３月に約２万回の容量が増加するなど、大都市圏拠点空港（首都圏空港）の容量の増

加に向けては、整備事業等を着実に進めているところであり、目標値に向けた推移となっており順調である。 

② 国内線の欠航率 

当該指標については、平成２２年度実績値は集計中であるが、平成１９年度～２１年度平均値において０．２５％

となっており、目標値に向けた推移となっており順調である。 

③ 主要飛行経路長 

当該指標については、平成２２年度実績値において平成１８年度比 ３．１％の短縮となっており、目標値に向

けた推移となっており順調である。 

（事務事業の実施状況） 

① 羽田空港については、平成２２年１０月の D滑走路及び国際線旅客ターミナルの供用開始により、８．７万回の

空港容量が増加した。成田空港については、平行滑走路の北伸による２，５００ｍ化の工事が順調に進んだこと

により平成２１年１０月に供用し、平成２２年３月に約２万回の容量が増加した。更なる容量の増加に向けては、

引き続き関連施設の整備を進めている。 

②新千歳空港におけるＩＬＳ双方向化・カテゴリーⅢ化事業について整備を進めている。 

③主要路線を中心に、全国の空港等及び航空路においてＲＮＡＶ経路等の設定を推進した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

① 羽田空港については、再拡張事業により８．７万回の空港容量が増加したが、今後は空港運用の慣熟により安全

を確保しつつ段階的に空港容量を増加させることとしており、目標の達成が順調に見込めているので「Ａ」と評

価し、引き続き事業を進めていることから「２」と評価した。 

②国内線の自空港気象（台風除く）による欠航率について、平成２２年度中実施の事業による効果については集計

中であるが、平成２１年度までの実施事業による効果については指標に反映されてきていることからＡ－２とし、

引き続き気象条件に影響されない安定的な就航を可能とする、ＩＬＳの双方向化・高カテゴリー化等を推進し、

欠航率の低減を図る。 

③総主要飛行経路長についてはＲＮＡＶ経路等の設定が進み、着実に短縮がされていることからＡ－２とし、今後

もＲＮＡＶ等の導入による総経路長の短縮を図る。 

 

平成２３年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２３年度） 

なし 

（平成２４年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：航空局航空戦略課（課長 秡川 直也） 

関係課：大臣官房参事官（近畿圏・中部圏空港担当）（参事官 岡西 康博） 

航空局航空ネットワーク部航空事業課（課長 篠原 康弘） 

    航空局航空ネットワーク部空港施設課（課長 池田 薫） 

    航空局航空ネットワーク部首都圏空港課（課長 奥田 哲也） 

    航空局交通管制部交通管制企画課（課長 寺田 吉道） 
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平成２２年度 施策目標別政策チェックアップ結果一覧表

○　暮らし・環境 うちＡ評価 うちＢ評価 うちＮ評価

1 少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上の促進

1 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形成を図る 努力が必要である 2 3 0 3 0 0%

2 住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われる住宅市場を整備する おおむね順調である 5 6 3 3 0 50%

2 良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現

3 総合的なバリアフリー化を推進する おおむね順調である 10 20 13 7 0 65%

4 海洋･沿岸域環境や港湾空間の保全･再生･形成､海洋廃棄物処理､海洋汚染防止を推進する 順調である 6 6 5 1 0 83%

5 快適な道路環境等を創造する 順調である 2 2 2 0 0 100%

6 水資源の確保、水源地域活性化等を推進する おおむね順調である 4 4 3 1 0 75%

7 良好で緑豊かな都市空間の形成、歴史的風土の再生等を推進する 順調である 4 4 4 0 0 100%

8 おおむね順調である 13 15 8 7 0 53%

3 地球環境の保全

9 地球温暖化防止等の環境の保全を行う おおむね順調である 10 22 10 10 2 50%

○　安　全

4 水害等災害による被害の軽減

10 自然災害による被害を軽減するため、気象情報等の提供及び観測・通信体制を充実する 努力が必要である 5 5 3 2 0 60%

11 住宅・市街地の防災性を向上する 努力が必要である 10 12 4 8 0 33%

12 水害・土砂災害の防止・減災を推進する 努力が必要である 15 15 8 7 0 53%

13 津波・高潮・侵食等による災害の防止・減災を推進する 努力が必要である 6 6 4 2 0 67%

5 安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保

14 公共交通の安全確保・鉄道の安全性向上、ハイジャック・航空機テロ防止を推進する 努力が必要である 10 12 5 7 0 42%

15 道路交通の安全性を確保・向上する 順調である 4 4 3 0 1 100%

16 住宅・建築物の安全性の確保を図る 順調である 1 1 1 0 0 100%

17 自動車事故の被害者の救済を図る 努力が必要である 1 1 0 1 0 0%

18 自動車の安全性を高める 順調である 1 1 1 0 0 100%

19 船舶交通の安全と海上の治安を確保する おおむね順調である 4 4 3 1 0 75%

○ 活 力

6 　国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化

20 おおむね順調である 20 23 16 7 0 70%

21 観光立国を推進する 努力が必要である 5 5 1 4 0 20%

Ａ・Ｂ評価の
うちＡの割合
A/（Ａ＋Ｂ）

評価
指標数

（細分類）
業績指標数

良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、
下水道資源の循環を推進する

海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的な
国際海上輸送の確保を推進する

○業績指標の評価

Ａ 業績指標の実績値が目標達成に向けた成果を示している

Ｂ 業績指標の実績値が目標達成に向けた成果を示していない

Ｎ 判断できない

○施策目標の評価の目安（最終的には総合的に判断）

順調である Ａ評価とＢ評価の合計のうちＡ評価の割合が80％以上

おおむね順調である Ａ評価とＢ評価の合計のうちＡ評価の割合が50％以上80％未満

努力が必要である Ａ評価とＢ評価の合計のうちＡ評価の割合が50％未満

観光 国 推 す 努 要 あ

22 景観に優れた国土・観光地づくりを推進する 努力が必要である 3 3 1 2 0 33%

23 国際競争力・地域の自立等を強化する道路ネットワークを形成する 努力が必要である 1 1 0 1 0 0%

24 整備新幹線の整備を推進する 順調である 1 1 1 0 0 100%

25 航空交通ネットワークを強化する おおむね順調である 5 7 5 2 0 71%

7 都市再生・地域再生等の推進

26 都市再生・地域再生を推進する おおむね順調である 12 14 7 7 0 50%

27 流通業務立地等の円滑化を図る おおむね順調である 1 1 1 0 0 100%

28 集約型都市構造を実現する 順調である 1 1 1 0 0 100%

8 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上

29 鉄道網を充実・活性化させる おおむね順調である 6 8 6 2 0 75%

30 地域公共交通の維持・活性化を推進する 努力が必要である 5 5 1 4 0 20%

31 都市・地域における総合交通戦略を推進する おおむね順調である 1 1 0 0 1 －

32 道路交通の円滑化を推進する おおむね順調である 2 2 1 1 0 50%

9 市場環境の整備、産業の生産性向上、消費者利益の保護

33 社会資本整備・管理等を効果的に推進する おおむね順調である 6 8 7 1 0 88%

34 不動産市場の整備や適正な土地利用のための条件整備を推進する おおむね順調である 7 8 6 2 0 75%

35 建設市場の整備を推進する おおむね順調である 7 9 6 2 1 75%

36 市場・産業関係の統計調査の整備・活用を図る 順調である 2 3 3 0 0 100%

37 地籍の整備等の国土調査を推進する 努力が必要である 1 1 0 1 0 0%

38 自動車運送業の市場環境整備を推進する 順調である 1 1 1 0 0 100%

39 海事産業の市場環境整備・活性化及び人材の確保等を図る おおむね順調である 2 2 1 1 0 50%

○ 横断的な政策課題

10 国土の総合的な利用、整備及び保全、国土に関する情報の整備

40 総合的な国土形成を推進する おおむね順調である 4 6 5 1 0 83%

41 国土の位置・形状を定めるための調査及び地理空間情報の整備・活用を推進する 順調である 2 2 2 0 0 100%

42 離島等の振興を図る 順調である 4 4 4 0 0 100%

43 北海道総合開発を推進する 努力が必要である 7 7 3 4 0 43%

11 ＩＣＴの利活用及び技術研究開発の推進

44 技術研究開発を推進する 順調である 1 1 1 0 0 100%

45 情報化を推進する 順調である 1 1 1 0 0 100%

12 国際協力、連携等の推進

46 国際協力、連携等を推進する おおむね順調である 1 1 1 0 0 100%

13 官庁施設の利便性、安全性等の向上

47 環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保全を推進する 努力が必要である 2 6 2 4 0 33%

47 224 275 164 106 5

順調である 14

おおむね順調である 19

　　合　　計

おおむね順調である 19

努力が必要である 14
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平成22年度チェックアップ（平成23年9月30日公表）

（業績指標）
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目標値設
定年度

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 目標年度

補正後予算額（執行額） 23年度

施策目標の概要及び達成すべき目標
政策体系上の

位置付け
政策評価実施予定時期

業績指標
初期値

実績値

目標値 業績指標の選定理由、目標値（水準・目標年度）の設定の根拠等

平成23年度実施施策に係る事前分析表

施策目標 担当部局名 作成責任者名

（国土交通省２３－ ）

21年度
（百万円）

22年度
（百万円）

達成手段の目標（23年度）
（上段：アウトプット、下段：アウトカム）

達成手段
（開始年度）

補正後予算額（執行額） 23年度
当初

予算額
（百万円）

達成手段の概要
関連する
業績指標
番号
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(記載イメージ）

目標値設
定 基準年

度
目標年度 18 23年度 19 24年度 20 25年度 21 26年度 22 27年度

1
○○調査における△△率
（※４カ年計画の場合の記入例）

50% 平成21年度 70% 平成25年度 ○% ○% 70% － －

－ － 83%

21年度
（百万円）

22年度
（百万円）

( )
○○事業 …億円

億 億

○○整備率：
○%

○○課長　○○　○○

 すべての○○が……な程度に……できるような△△を実現
 目標設定の
 考え方・根拠

 ……との理念にしたがって、○○計画（閣議決定）において、「○○○」
 と規定されている

政策評価実施予定時期 平成○年○月

達成手段
（開始年度）

補正後予算額（執行額）

平成23年度実施施策に係る事前分析表

施策目標 名 □□な△△の向上 担当部局名 ○○局○○課

業績 測定指標

作成責任者名

施策目標の概要及び達成すべき目標

○○を推進する

すべての○○が……な程度に……できるような△△を実現

政策体系上の
位置付け

○○の形成を通じ△△の構築

 達成すべき目標

実績値 年度ごとの目標値

業績 測定指標の選定理由、 及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠等
初期 基準

値
目標値

○○を整備することは、△△現在……人いる～に対し、○○を提供、促進することとなるため、測定

23年度
当初

予算額
（百万円）

関連する
業績指標

番号
達成手段の概要

達成手段
の目標

（23年度）
（上段：アウト

プット、下段：ア
ウトカム）

 施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容

□□適合基準率
（※10カ年計画の場合の記入例）

75% 平成22年度 90% 平成32年度 － －
中間段階において50％に満たない場合に
は、計画の見直しを実施

2

・本施策における重点事項を定めている○○計画（閣議決定）において、○○調査における△△率については、××年までに□□%に
することとされているため

・○○基本計画（閣議決定）の成果指標として□□適合基準率が、75％(H22)→83％(H27)→90％（H32)と規定されているため

（国土交通省２３－

【欄の統合】施策の大枠についてわかりやすく解説するため

【変更】年度ごとの目標値を設定している指標がほとんど

ないため、過去５年の実績値欄に変更

【欄の削除】以下の各業績指標の設定根拠欄において、

閣議決定等の内容を記載することとしているため

(1)
○○事業
（平成○年度）(関連：23－Ⅱ）

…億円
（…億円）

…億円 …億円 1
○%

（○○の満足
度：○%）

(2)
○○事業
（平成○年度）

…億円
（…億円）

…億円 …億円 2 ……

(3)
○○に関する租税特別措置
（平成○年度）

- - - 1 ……

(4)
××規制の適切な運用
（平成○年度）

- - - 2 ……

… ……… … … … … －

……

……
○○を整備することは、△△現在……人いる～に対し、○○を提供、促進することとなるため、測定
 指標の○○率を……%押し上げる効果があると見込んでいるため

……
 ○○事業を実施することにより、主要な○○などを中心に連続した△△化を行う地区の総面積が増
 加し、一層の……の促進を図ることができるため

……

…… ……

……

【欄の統合】達成手段の概要と重複

する部分があるため
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省の政策評価について（参考資料）

政策統括官付 政策評価官
平成23年11月18日

13
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国土交通省における政策評価

【根拠】
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成14年4月施行）

～行政機関は、その所掌に係る政策について、適時にその政策効果を把握し、これを基礎として、必要性、効率性
又は有効性の観点から、自ら評価する（第3条）

【基本的な３つの方式】
（１）政策チェックアップ～毎年の概算要求前に、13の政策目標、47の施策目標、224の業績指標の実績を、事後評価。
（２）政策アセスメント～毎年の概算要求時に、新規の社会的な影響の大きい施策要求を、事前評価。
（３）政策レビュー～既存の施策について、大括りのテーマを選んで、事後評価（総合評価）。毎年3月に公表。

【政策の特性に応じた方式】
（４）個別公共事業評価～所管個別公共事業について、新規採択時評価、再評価及び完了後の事後評価を実施。
（５）個別研究開発課題評価～研究機関等で実施する研究開発課題について、事前評価、中間評価、終了時評価。
（６）規制の事前評価～法律または政令により規制の新設又は改廃を行う時に、事前評価。
（７）租税特別措置等に係る政策評価～租税特別措置等の新設、拡充、延長要望時に事前評価。事後評価も実施。

【実施】
大臣決定された「国土交通省政策評価基本計画」等に基づき、各局等が評価し、政策統括官（政策評価）が総括。

最終的に、大臣が御決裁。
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国土交通省における政策評価

２

Ｐｌａｎ

予算要求・企画立案

Ａｃｔｉｏｎ

政策の改善・反映

Ｃｈｅｃｋ

事後評価（分析・課題抽出）

Ｄｏ

施策・事業等の実施

政策評価

政策チェックアップ

事 前 評 価

政 策 レ ビ ュ ー

政策アセスメント

租税特別措置等の政策評価規制の事前評価（RIA）個別研究開発課題評価個別公共事業評価
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政策評価関連組織（概要）

《政務三役》

大臣

奥田副大臣

津島政務官

大臣官房

技術調査課

公共事業調査室

総合政策局

《関係部局》

技術政策課

《政策統括官》

政策統括官（政策評価担当）

政策評価審議官

政策評価官

政策評価企画官
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